【意見提出要領】

寝屋川市食品衛生監視指導計画(素案)について、
みなさまのご意見を募集します
１　食品衛生監視指導計画について
　　保健所を設置する本市では、国が示した食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針に基づき、食品衛生法第24条第１項に規定する監視指導計画を毎年度策定することが義務付けられています。

令和８年度寝屋川市食品衛生監視指導計画は、本市における食品衛生の確保を図るとともに、食品衛生に関する正しい知識の普及を図るために定めるものです。
このたび、令和８年度寝屋川市食品衛生監視指導計画（素案）を取りまとめましたので、食品衛生法第70条の規定に基づき、意見募集を実施します。
※　資料は、保健所、市民情報コーナー、市立中央・東図書館、各シティ・ステーション、堀溝サービス窓口又は市ホームページで見ることができます。
２　ご意見の提出等について
⑴　対象者
ア　寝屋川市内にお住いの方
イ　寝屋川市内の事務所や事業所にお勤めの方
ウ　寝屋川市内の学校に通学している方
エ　寝屋川市内に事務所や事業所を持つ個人や法人その他の団体

オ　寝屋川市税の納税義務を有する方　
カ　この案件に利害関係をお持ちの方
⑵　募集期間

　　　令和８年２月２日（月）～令和８年３月２日（月）
⑶　提出方法

　　　⑷の提出先に、直接書面を持参するか、郵便、ファクシミリ、電子メールで提出してください。ご意見には、必ず住所・氏名・連絡先等を明記してください。
※　様式を添えておりますが、任意の様式でも構いません。

※　提出されたご意見は、原則として公表します。
なお、提出者個人の住所・氏名等の情報については、寝屋川市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づいて、適切に扱います。

※　計画に対する賛成・反対ではなく、具体的な修正意見をお願いします。

　　※　電話など口頭によるご意見の受付は行いません。

　⑷　提出先・問合せ先

　　　寝屋川市健康部保健衛生課（市保健所一階）

　　　〒572-0838　寝屋川市八坂町28番３号
TEL 072-829-7721（直通）　
FAX 072-838-1152
E-mail: h-eisei@city.neyagawa.osaka.jp
　⑸　提出いただいたご意見の取扱い

市は、提出いただいたご意見を受け止め、案に盛り込めるかどうかの検討をさせていただいた上で、いただいたご意見のあらましと、ご意見に対する考え方を公表します。

※　個々のご意見に対する、直接回答は致しません。
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